
個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業対象者

ファイル 

２ 行政機関等の名称 札幌市長 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

保健福祉局保健所感染症総合対策課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 肝炎ウイルス検査を受検し、Ｂ型又はＣ型肝炎

ウイルスが陽性と判明した者のフォローアップ

を実施する事務における、対象者の検査結果や

医療機関受診状況を管理するために利用する。 

５ 記録項目 １Ｎｏ、２氏名、３生年月日・年齢、４住所、

５電話番号、６受検年月日、７判定結果（Ｂ型、

Ｃ型）、８肝炎ウイルス検査受検後の医療機関受

診の有無、９８が有の場合の受診年月日、９病

状、10 治療内容、11 経過観察の場合受診予定年

月 

６ 記録範囲 肝炎ウイルス検査を受検し、Ｂ型又はＣ型が陽

性と判明した者のうち、フォローアップ事業参

加に同意が得られた者 

７ 記録情報の収集方法 本人からの提供 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第60条第２項第１

号（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処理

ファイル） 令第21条第７項に該当

するファイル 

■有  □無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（名称）保健福祉局保健所感染症総合対策課 

（所在地）〒060-0042 札幌市中央区大通西 19

丁目 WEST19 ビル 3階 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 



18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 結核患者情報ファイル 

２ 行政機関等の名称 札幌市長 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

札幌市保健所感染症総合対策課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 結核患者の発生届、入退院届、医療機関変更届、

公費負担申請書を管理し、患者の入院勧告、就

業制限や治療状況、管理健診、接触者健診の実

施結果を把握するために利用する。 

５ 記録項目 「患者情報」1登録番号、2登録年月日、3氏名、

4 性別、5 国籍、6 生年月日、7 住所、8 電話番

号、9職業 

「届出情報」1発見方法、2活動性、3既往症、

4 発病日、5 初診日、6診断日、7 届出年月日、

8資料区分、9審査区分、10 審査結果、11 病名、

12 入退院日、13医療機関名、所在地 14医師名、

15 薬品名、16 薬剤耐性、17 医療費区分、18 承

認番号、19 承認期間、20 入院期間、21 就業制

限期間、22X 線撮影日、23 通知番号、24 受療状

況、25 検査、26 所得税額（市民税額）、27自己

負担額、28 診査会年月日、29 種類、30 本人の

同意 

「家族情報」1家族番号、2氏名、3生年月日、

4 続柄、5 職業、6 住所、7 電話番号、8 健診予

定日、9勧告等の状況、10 健診結果 

「接触者健診」1施設（団体）名、2施設（団体）

住所、3接触者番号、4接触者個人番号、5対象

者氏名、6 カルテ番号、7 性別、8 生年月日、9

対象者の内訳、10 住所、11 電話番号、12 健診

予定日、13 勧告等の状況、14 健診結果 

６ 記録範囲 結核発生届出を受理した者 

７ 記録情報の収集方法 本人、家族、医療機関からの提供 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第60条第２項第１

号（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処理

ファイル） 令第21条第７項に該当



するファイル 

■有  □無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（名称）札幌市保健所感染症総合対策課 

（所在地）〒060-0042 札幌市中央区大通西 19

丁目 WEST19 ビル 3階 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 予防接種情報ファイル 

２ 行政機関等の名称 札幌市長 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

保健福祉局保健所感染症総合対策課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 予防接種法に基づく定期接種対象者への接種勧

奨や予防接種の記録、管理等の実施に関する事

務を行うため。 

５ 記録項目 1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 性別、5 生年月

日、6 連絡先、7 その他（住民票関係情報）、8 そ

の他（健康・医療関係情報） 

６ 記録範囲 予防接種を受けた者 

７ 記録情報の収集方法 本人 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第60条第２項第１

号（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処理

ファイル） 令第21条第７項に該当

するファイル 

■有  □無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（名称）保健福祉局保健所感染症総合対策課 

（所在地）〒060-0042 札幌市中央区大通西 19 

丁目 WEST19 ビル 3 階 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 風しん抗体検査（追加的対策）事業対象者ファ

イル 

２ 行政機関等の名称 札幌市長 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

保健福祉局保健所感染症総合対策課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 風しん抗体検査（追加的対策）事業対象者の選

別や医療機関受診状況を管理するため。 

５ 記録項目 1 識別番号、2 氏名、3 住所、4 性別、5 生年月

日、6受検年月日、7判定結果 

６ 記録範囲 風しん抗体検査（追加的対策）事業にて抗体検

査を受けたもの 

７ 記録情報の収集方法 医療機関、本人 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第60条第２項第１

号（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処理

ファイル） 令第21条第７項に該当

するファイル 

■有  □無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

－ 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（名称）－ 

（所在地）－ 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考  

 


